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乃村工藝社の指定管理者制度への取り組み 

 官民連携により新しい公共サービスのあり方を追求する 



８つの文化施設を運営しています 











長崎の指定管理者事例 



長崎県美術館＆長崎歴史文化博物館 
 

指定管理者制度の問題点： 

1. 「民間が公共の博物館施設を運営できるのか」 

  ・文化財の保管・管理の責任課題 

2. 「利益追求で住民サービスがおろそかになる」 

3. 「文化の継続性が担保できない」 



長崎県行政担当部長の意見： 
 

1. 指定管理者制度では、行政の政策コンセプトがないと館の

運営はできない。 

2. 行政（設置者）側がコンセプトをつくり、ミッションを示さなけ

ればならないので、行政側の政策立案能力も高まる、という

効果もある。 

3. 文化政策の継続性については、設置者サイドがきちんと分

析・整理すれば、設置者の責任の上で必要な対策を講じる

ことが可能。 

4. 学芸員は、直営よりも指定管理のほうが緊張感をもって、取

り組む。 



館長の意見： 
 

1. 館長の役割は、館の使命達成と職員のキャリア育成であり、

そのためにも一括委託は有効。（美術館館長／元千葉県立美術館館長） 
 

2. 経営管理、広報営業、教育普及などをトータルにマネジメン

トしなければ、ミュージアムの持続可能性は弱化する。（長崎歴
史文化博物館・館長／元国立科学博物館教育部長） 

 

3. 事業計画にあたってグループの職員が、協議し全体の運営

について共通理解が図られている。直営館の場合、専門以

外の業務については関与しないことが一般である。（美術館館長
／元千葉県立美術館館長） 



『指定管理者の種別』 に関する問題点： 

 営利法人(乃村工藝社)と 

 公益法人(財団法人・長崎県ミュージアム振興財団)の違い。 
 

 

– 館の性格が異なることから、事業への取り組みに違いがでて

くるが、財団だから民間だからといった違いはない。（行政担当

部長） 



『評価について』（設置者側の行政担当部長） 
 

1. 館の「行政（事業）評価」を「政策評価」し、その評価を新たな政

策立案に反映し、現場の事業や運営にフィードバック（予算編

成等）していく。 
 

2. 評価は血液のごとく循環させなければ意味がない。 
 

3. 長崎では、独自の「事業評価項目」を作成し、年度毎のデータ

を比較分析している。単年度では見えない問題が見えて来て、

実効性の高い事業改善に役立っている。 
 

 「事業評価」の8項目：1.「総入場者の分析」2.「全体の収支把」3.「運営体制」4.「経

営管理」5.「事業計画」6.「事業運営」7.「周辺地域との連携」8.「情報システムの運

用」 



4. 評価は、それで終わりという事ではなく、改善に結びつけること

が大切で、きめ細かいプロセスを経ることで、事業レベルの向

上や集客力の低下を防ぐことが出来る。 
 

5. 評価の前段では利用者動向のアンケート調査を行いマーケット

の実態を把握し、それに合わせたアプローチを考え成果を事

業評価に結びつけていくという循環システムの構築が大事であ

る。 
 

6. 美術館の年間入館者数、35万人。 

歴史文化博物館の年間入館者数が40万人の達成の背景には、

このような仕組みが関係している。 



地方自治体が指定管理者の事例 



岩手県立水産科学館：指定管理者宮古市 伊藤隆司館長 


